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1. はじめに 

本資料は，福島第二原子力発電所原子炉施設保安規定（以下「保安規定」という。）

第３章「保安管理体制」のうち，第７条「廃止措置保安運営委員会」の規定内容に

ついて説明する。 

 

2. 基本的な考え方 

福島第二原子力発電所においては１号炉，２号炉，３号炉及び４号炉すべてに

おいて廃止措置計画認可申請（令和２年５月２９日付原管発官Ｒ２第４３号，原

管発官Ｒ２第４４号，原管発官Ｒ２第４５号及び原管発官Ｒ２第４６号）を実施

しており，今回申請する保安規定は当該認可申請を受けた後に施行するため，発

電所の保安運営に関する重要事項を審議する委員会の設置，構成及び審議事項に

係る規定について変更する。 

委員会の名称については，１号炉，２号炉，３号炉及び４号炉すべてが廃止措

置段階へと移行することから，現行保安規定における「原子力発電保安運営委員

会」を「廃止措置保安運営委員会」とし，廃止措置段階における発電所の保安運

営に関する重要事項を審議する委員会であることを明確にする。 

構成については，原子炉主任技術者に替えて廃止措置主任者とする等，廃止措

置に伴う組織変更を踏まえて変更する。  

審議事項については，運転中から引き続き必要な事項に加え，廃止措置に伴い

新たに追加する事項を規定する。 
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3. 廃止措置保安運営委員会について 

保安規定第７条「廃止措置保安運営委員会」については以下のとおりとし

ている。 

（福島第二原子力発電所原子炉施設保安規定） 

（廃止措置保安運営委員会） 

第７条 

発電所に廃止措置保安運営委員会（以下「運営委員会」という。）を設置

する。 

２．運営委員会は，発電所における原子炉施設の保安運営に関する次の事項

を審議し，確認する。ただし，あらかじめ運営委員会にて定めた軽微な事

項は，審議事項に該当しない。 

（１）保安管理体制に関する事項 

（２）廃止措置管理に関する事項 

（３）燃料管理に関する事項 

（４）放射性廃棄物管理に関する事項 

（５）放射線管理に関する事項 

（６）施設管理に関する事項 

（７）原子炉施設の改造に関する事項 

（８）事故・故障の水平展開の実施状況に関する事項 

３．所長を委員長とする。 

４．運営委員会は，委員長，廃止措置安全センター所長，安全総括部長，廃

止措置主任者に加え，ＧＭ以上の職位の者から委員長が指名した者で構成

する。 

  

第２項に定める廃止措置保安運営委員会の審議事項については，現行保安

規定の記載を踏襲し，運転中から引き続き必要な事項に加え，廃止措置に伴

い新たに追加する事項を規定する。なお，具体的な細目については，以下，

下線部で示すとおり社内規程に定める。 

(1) 保安管理体制に関する事項 

(a) 原子炉施設の保安に関する組織，職務分掌の変更 

(b) 原子炉施設の保安に関する事項を審議する委員会等の設置・廃止 

(c) 廃止措置主任者の選任・職務に関する重要事項の変更 
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(2) 廃止措置管理に関する事項 

(a) 保安規定第１４条に定めるマニュアルの制定・改定・廃止 

（以下，補足） 

保安規定第１４条に定めるマニュアルは，具体的には下記の事項に関連す

るものとする。 

 巡視に関する事項 

 異常時の操作に関する事項 

 警報発生時の措置に関する事項 

 原子炉施設の各設備の運転操作に関する事項 

 定例試験に関する事項 

(b) 関連マニュアルの制定・改定・廃止の方針 

（以下，補足） 

前項以外であって廃止措置管理に係る保安規定条文に関連するマニュアル

が該当する。具体的には下記の事項に関連するものとする。 

 原子炉施設の運転員の確保に関する事項（第１１条関連） 

 運転管理業務に関する事項（第１２条関連） 

 引継に関する事項（第１５条関連） 

 原子炉の運転停止に関する恒久的な措置に関する事項（第１６条関連） 

 地震・火災等発生時の対応に関する事項（第１７条関連） 

 電源機能喪失時等の体制の整備に関する事項（第１７条の２関連） 

 安全貯蔵措置に関する事項（第１８条関連） 

 工事の計画及び実施に関する事項（第１９条関連） 

 工事完了の報告に関する事項（第２０条関連） 

 使用済燃料プールの水位及び水温に関する事項（第２１条関連） 

 施設運用上の基準の確認に関する事項（第２２条関連） 

 施設運用上の基準を満足しない場合に関する事項（第２３条関連） 
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 施設運用上の基準に関する記録（第２４条関連） 

(c) 原子炉施設の廃止措置の変更，新採用 

(d) 保安規定に定める施設運用上の基準に影響を及ぼす事項 

(e) 廃止措置工事に係る工事計画に関する事項 

(3) 燃料管理に関する事項 

(a) 関連マニュアルの制定・改定・廃止の方針 

（以下，補足） 

燃料管理に係る保安規定条文に関連するマニュアルが該当する。具体的に

は下記の事項に関連するものとする。 

 新燃料の運搬に関する事項（第２５条関連） 

 新燃料の貯蔵に関する事項（第２６条関連） 

 使用済燃料の貯蔵に関する事項（第２７条関連） 

 使用済燃料の運搬に関する事項（第２８条関連） 

(b) 使用済燃料輸送容器の仕様変更 

(c) 破損燃料に関する特別措置 

(4) 放射性廃棄物管理に関する事項 

(a) 関連マニュアルの制定・改定・廃止の方針 

（以下，補足） 

放射性廃棄物管理に係る保安規定条文に関連するマニュアルが該当する。

具体的には下記の事項に関連するものとする。 

 放射性固体廃棄物の管理に関する事項（第３１条関連） 

 放射性廃棄物でない廃棄物の管理に関する事項（第３２条関連） 

 事故由来放射性物質の降下物の影響を受けた設備・機器等の管理（第３

３条関連） 

 放射性液体廃棄物の管理に関する事項（第３４条関連） 

 放射性気体廃棄物の管理に関する事項（第３５条関連） 
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 放出管理用計測器の管理に関する事項（第３６条関連） 

(5) 放射線管理に関する事項 

(a) 関連マニュアルの制定・改定・廃止の方針 

（以下，補足） 

放射線管理に係る保安規定条文に関連するマニュアルが該当する。具体的

には下記の事項に関連するものとする。 

 管理区域の設定及び解除に関する事項（第３９条関連） 

 管理区域内における区域区分に関する事項（第４０条関連） 

 管理区域内における特別措置に関する事項（第４１条関連） 

 管理区域への出入管理に関する事項（第４２条関連） 

 管理区域出入者の遵守事項に関する事項（第４３条関連） 

 保全区域に関する事項（第４４条関連） 

 周辺監視区域に関する事項（第４５条関連） 

 放射線業務従事者の線量管理等に関する事項（第４６条関連） 

 床，壁等の除染に関する事項（第４７条関連） 

 平常時の環境放射線モニタリングに関する事項（第４８条関連） 

 外部放射線に係る線量当量率等の測定に関する事項（第４９条関連） 

 放射線計測器類の管理に関する事項（第５０条関連） 

 管理区域外等への搬出及び運搬に関する事項（第５１条関連） 

 発電所外への運搬に関する事項（第５２条関連） 

 協力企業の放射線防護に関する事項（第５３条関連） 

(6) 施設管理に関する事項 

(a) 関連マニュアルの制定・改定・廃止の方針 

（以下，補足） 

施設管理に係る保安規定条文に関連するマニュアルが該当する。具体的に

は下記の事項に関連するものとする。 
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 施設管理計画に関する事項（第５４条関連） 

 設計管理に関する事項（第５５条関連） 

 作業管理に関する事項（第５６条関連） 

 使用前事業者検査の実施に関する事項（第５７条関連） 

 定期事業者検査の実施に関する事項（第５８条関連） 

(7) 原子炉施設の改造に関する事項 

(8) 事故・故障の水平展開の実施状況に関する事項 

以 上 

 


